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内
閣
府

○
法
務
省
令
第

号

財
務
省

社
債
、
株
式
等
の
振
替
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
三
年
法
律
第
七
十
五
号
）
第
五
十
五
条
第
二
項
及
び
第
五
十
七
条
の
規
定

に
基
づ
き
、
並
び
に
同
法
を
実
施
す
る
た
め
、
加
入
者
保
護
信
託
に
関
す
る
命
令
の
一
部
を
改
正
す
る
命
令
を
次
の
よ
う
に
定

め
る
。令

和
二
年

月

日

内
閣
総
理
大
臣

菅

義
偉

法
務
大
臣

上
川

陽
子

財
務
大
臣

麻
生

太
郎

加
入
者
保
護
信
託
に
関
す
る
命
令
の
一
部
を
改
正
す
る
命
令

内
閣
府

加
入
者
保
護
信
託
に
関
す
る
命
令
（
平
成
十
四
年
法
務
省
令
第
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

財
務
省

第
四
条
中
第
二
号
を
第
三
号
と
し
、
第
一
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。
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二

任
命
し
よ
う
と
す
る
者
の
旧
氏
（
住
民
基
本
台
帳
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
二
年
政
令
第
二
百
九
十
二
号
）
第
三
十
条
の

十
三
に
規
定
す
る
旧
氏
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
及
び
名
を
当
該
者
の
氏
名
に
併
せ
て
認
可
申
請
書
に
記
載
し
た
場
合
に

お
い
て
、
前
号
に
掲
げ
る
書
類
が
当
該
者
の
旧
氏
及
び
名
を
証
す
る
も
の
で
な
い
と
き
は
、
当
該
旧
氏
及
び
名
を
証
す
る

書
面

第
六
条
第
二
項
中
第
五
号
を
第
六
号
と
し
、
第
四
号
を
第
五
号
と
し
、
第
三
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

四

信
託
管
理
人
と
な
る
べ
き
者
及
び
受
益
者
代
理
人
と
な
る
べ
き
者
の
旧
氏
及
び
名
を
こ
れ
ら
の
者
の
氏
名
に
併
せ
て
認

可
申
請
書
に
記
載
し
た
場
合
に
お
い
て
、
前
号
に
掲
げ
る
書
類
が
当
該
者
の
旧
氏
及
び
名
を
証
す
る
も
の
で
な
い
と
き
は

、
当
該
旧
氏
及
び
名
を
証
す
る
書
面

第
二
十
九
条
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

四

新
た
な
信
託
管
理
人
と
な
る
べ
き
者
の
旧
氏
及
び
名
を
当
該
者
の
氏
名
に
併
せ
て
申
請
書
に
記
載
し
た
場
合
に
お
い
て

、
前
号
に
掲
げ
る
書
類
が
当
該
者
の
旧
氏
及
び
名
を
証
す
る
も
の
で
な
い
と
き
は
、
当
該
旧
氏
及
び
名
を
証
す
る
書
面

第
三
十
二
条
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

四

新
た
な
受
益
者
代
理
人
と
な
る
べ
き
者
の
旧
氏
及
び
名
を
当
該
者
の
氏
名
に
併
せ
て
申
請
書
に
記
載
し
た
場
合
に
お
い
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て
、
前
号
に
掲
げ
る
書
類
が
当
該
者
の
旧
氏
及
び
名
を
証
す
る
も
の
で
な
い
と
き
は
、
当
該
旧
氏
及
び
名
を
証
す
る
書
面

第
三
十
三
条
中
第
三
号
を
第
四
号
と
し
、
第
二
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

三

信
託
管
理
人
、
受
益
者
代
理
人
又
は
委
員
の
旧
氏
及
び
名
を
こ
れ
ら
の
者
の
氏
名
に
併
せ
て
届
出
書
に
記
載
し
た
場
合

前
号
に
掲
げ
る
書
類
が
当
該
者
の
旧
氏
及
び
名
を
証
す
る
も
の
で
な
い
と
き
は
、
当
該
旧
氏
及
び
名
を
証
す
る
書
面

附

則

こ
の
命
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。


